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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作業者が作業をする作業空間と、
　該作業空間の前面に形成する前面シャッタと、
　該前面シャッタ下部の前記作業空間に連接する作業開口部と、
　該作業開口部から空気を吸い込み、前記作業空間の空気を空気清浄手段を介して安全キ
ャビネット外へ送風機により排気する排気手段と、を有する安全キャビネットであって、
　前記作業開口部の上方の前面シャッタを固定し、
　該前面シャッタの下側に前記作業空間の内側方向に、水平から下向きに３０～６０°傾
斜した前面シャッタ整流板を形成し、
　前記作業空間内の左右の側壁面を設け、該側壁面と前記安全キャビネットの側面とで側
面排気流路を形成し、
　前記左右の側壁面に第１のスリット又はパンチング孔を形成し、
　該第１のスリット又はパンチング孔は、前記前面シャッタ整流板の延長線方向の下側に
、前記作業空間の前方から背面に向かって開口面積が小さくなるように形成し、
　前記作業空間の空気を該第１のスリット又はパンチング孔を介して前記側面排気流路に
送り、前記空気清浄手段を介して排気することを特徴とする安全キャビネット。
【請求項２】
　請求項１記載の安全キャビネットにおいて、
　前記作業空間の天井板と前記空気清浄手段のＨＥＰＡフィルタとの間にチャンバを設け
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、前記側面排気流路は該チャンバに接続され、
　前記天井板の奥側に横方向に第２のスリットを形成したことを特徴とする安全キャビネ
ット。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の安全キャビネットにおいて、
　遠心分離機を前記作業空間の下部に搭載し、
　該遠心分離機の蓋を開けたとき、前記送風機の出力を所定時間増加する手段を備えるこ
とを特徴とする安全キャビネット。
【請求項４】
　請求項３記載の安全キャビネットにおいて、
　前記遠心分離器の蓋を開け、前記送風機の出力を増加する手段は、
　前記遠心分離機の蓋及び遠心分離機本体に設置した蓋開閉センサと、
　該蓋開閉センサにより前記蓋の開状態を検知する検知回路と、
　該検知回路により前記蓋が開状態と判断されたら、前記送風機の回転数を上げるモータ
コントローラを備えることを特徴とする安全キャビネット。
【請求項５】
　請求項１又は２記載の安全キャビネットにおいて、
　前記作業空間の開口面積と前記左右の側壁面に形成した第１のスリット又はパンチング
孔の開口面積との比は０．１～０．３の値であることを特徴とする安全キャビネット。
【請求項６】
　請求項５記載の安全キャビネットにおいて、
　前記左右の側壁面の第１のスリット又はパンチング孔を通過する風速は、前記作業空間
の開口部に流入する空気の風速の４倍とすることを特徴とする安全キャビネット。
【請求項７】
　作業者が作業をする作業空間と、
　該作業空間の前面に形成する前面シャッタと、
　該前面シャッタ下部の前記作業空間に連接する作業開口部と、
　該作業開口部から空気を吸い込み、前記作業空間の空気をＨＥＰＡフィルタを介して安
全キャビネット外へ排気する送風機と、
　前記作業空間の下部に設置する遠心分離機と、を有する安全キャビネットであって、
　前記作業開口部の上方の前面シャッタを可動可能とし、
　該前面シャッタの下側に前記作業空間の内側方向に、水平から下向きに３０～６０°傾
斜した前面シャッタ整流板を形成し、
　前記作業空間内の左右の側壁面を設け、該側壁面と前記安全キャビネットの側面とで側
面排気流路を形成し、
　前記左右の側壁面で、前記前面シャッタ整流板の延長線方向の下側に、前記作業空間の
前方から背面に向かって開口面積が小さくなるように、第１のスリットを形成して、前記
作業空間の空気を該第１のスリットより前記側面排気流路へ排気し、
　前記作業空間の天井板の奥側に横方向に第２のスリットを形成し、
　前記作業空間の空気を前記第1のスリット及び第２のスリットを通過させ、前記ＨＥＰ
Ａフィルタを介して排気することを特徴とする安全キャビネット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、安全キャビネットに関し、特に、感染症の研究や医薬品の開発のために遠心
分離機、分析器、観察器などの装置を安全キャビネット内に組み込み可能な安全キャビネ
ットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　安全キャビネットは、作業空間の前面に形成された上下スライド式の前面シャッタ下方
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の作業開口部より安全キャビネット外の空気を吸い込むことで、エアバリアを形成し、安
全キャビネットの作業空間と安全キャビネット外の雰囲気を、物理的に遮断している。作
業開口部から吸い込まれた空気は、安全キャビネットの内部を通り、安全キャビネットに
設置された排気用ＨＥＰＡフィルタで、塵埃とともに感染物質を除去し、清浄空気として
安全キャビネットの装置外に排気される。作業開口部から排気用ＨＥＰＡフィルタへ空気
を誘導する送風手段は、安全キャビネット装置内部に装備している場合と、安全キャビネ
ット装置外に設置されている場合がある。
【０００３】
　安全キャビネットの構造による分類のバイオハザード対策用クラスＩキャビネットの場
合、安全キャビネット外の空気をそのまま安全キャビネットの作業空間に取り込み、作業
空間上部に給気用ＨＥＰＡフィルタのない構造である。作業空間で感染物質を取り扱う場
合などで、作業者の安全性を確保すべき作業で、かつ無菌操作が不要な作業に使用される
。  
  以上の構成により、バイオハザード対策用クラスＩキャビネットでは、作業開口部のエ
アバリアと排気用ＨＥＰＡフィルタにより、作業空間内で取り扱う感染物質が安全キャビ
ネット外に漏れないように構成している。
【０００４】
　安全キャビネットの作業空間内で、装置を取り扱う作業の一つに、遠心分離機の蓋を開
けるという作業がある。遠心分離機内では感染性のある実験材料を、回転撹拌するので、
内部では飛沫（エアロゾル）が多量に発生している状態である。さらに、遠心分離機の蓋
を開ける瞬間に、内部の飛沫（エアロゾル）が遠心分離機外に放出される。このように、
感染性のある飛沫（エアロゾル）が放出される可能性があるため、安全キャビネットの作
業空間内で遠心分離機の蓋を開けることによる外部への感染物質の拡大を防止している。
【０００５】
　従来技術による遠心分離機を安全キャビネットに組み込んだ構造を、特許文献１（特開
２００７－１１１５９６号公報）に示す。遠心分離機の回転分離槽を作業空間の下流側（
下面）に配置し、実施の形態に記載のように、シャッタ下の通気孔から入った気流は、作
業台下面に形成した遠心分離機下方の分離槽を囲うように流れ、リターンダクトに導かれ
る。
  この構成により、遠心分離機上方の作業空間の清浄空気を維持し、かつ、シャッタ下の
通気孔によるエアバリアで、作業空間と安全キャビネット外部を隔離している。エアバリ
アのための気流は、作業空間下面に形成した遠心分離機下方を通り、リターンダクトに導
かれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１１１５９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記従来技術の遠心分離機を組み込んだ安全キャビネットを特許文献１（特開２００７
－１１１５９６号公報）に示す。文献１には、作業空間下面の作業台面に蓋を形成し、そ
の下方に遠心分離機の分離槽を形成している。作業空間から降りてきた気流は、作業空間
の通気孔、作業台面と遠心分離機分離槽の間の空間、シャッタ下の通気孔の３箇所から吸
い込まれ、リターンダクトに導かれている。シャッタ下の通気孔から吸い込まれた気流は
、遠心分離機の分離槽下方のリターンダクトを通り、送風機に導かれる。この構成により
、作業空間の清浄気流である清浄度を維持しつつ、シャッタ下の気流により、作業空間と
安全キャビネット外の空間を、物理的に隔離している。
【０００８】
　従来技術による遠心分離機を組み込んだ安全キャビネットでは、シャッタ下方から吸い
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込んだ気流が、遠心分離機の下方を通り、リターンダクトに導かれるため作業台面の遠心
分離機位置が変わると、シャッタ下方から吸い込まれる気流の状態が変わる可能性がある
。
【０００９】
　また、遠心分離機の分離槽が大きい容量のものや自立型の遠心分離機を導入したい場合
、シャッタ下方から吸い込まれた気流が、キャビネットに組み込んだ装置が障害となり、
効率よく排気されずエアバリアを形成できない可能性があり、かつシャッタ開口部高さが
２００ｍｍ程度で小さいため、大きな遠心分離機の蓋を開ける作業では、作業性が非常に
悪かった。
【００１０】
　安全キャビネットの場合、日本工業規格 ＪＩＳ　Ｋ３８００ バイオハザード対策用ク
ラスＩＩキャビネットに記載のように、気流の状態が変わった場合、枯草菌芽胞を使用し
た物理的隔離性能を再び評価する必要がある。クラスＩキャビネットにおいては、上記規
格の作業者の安全性に関する気流バランス性能を評価する必要がある。
【００１１】
　本発明の目的は、安全キャビネットにおいて、作業空間に組み込む装置の位置、大きさ
、機器の操作、例えば遠心分離機のような蓋を開閉する操作により流入気流が影響されな
い安全キャビネットを提供することにある。
【００１２】
　また、感染性のある材料が作業空間に淀まないことを重要な機能とする安全キャビネッ
トにおいて、作業空間で発生した感染性のある飛沫（エアロゾル）が作業空間に滞留する
ことが無く、最短距離で排気することが可能な安全キャビネットを提供できる。
【００１３】
　作業開口が４００ｍｍ以上と広い場合、開口部中央付近の風速が遅くなるので、エアバ
リアを確保するには、上下スライド式の前面シャッタ構造とし、作業時は作業開口を２０
０ｍｍ程度に設定するか、作業開口部全体の風速を上げる必要があり、排気ファンの排気
風量が上がるとともに建物の熱負荷が大きくなる。
【００１４】
　本発明の他の目的は、作業開口部の風速分布を改善し、スライド式の前面シャッタを不
要とし、必要最小限の風速でエアバリアを確保することにより、消費電力を抑制し、建物
の熱負荷を抑制することにある。また、例えば、遠心分離機等の組み込み装置の蓋を開け
た状態でも安全キャビネットの基本性能が影響されない気流構成を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明は、作業者が作業をする作業空間と、該作業空間の
前面に形成する前面シャッタと、該前面シャッタ下部の前記作業空間に連接する作業開口
部と、該作業開口部から空気を吸い込み、前記作業空間の空気を空気清浄手段を介して安
全キャビネット外へ送風機により排気する排気手段と、を有する安全キャビネットであっ
て、前記作業開口部の上方の前面シャッタを固定し、該前面シャッタの下側に前記作業空
間の内側方向に、水平から下向きに３０～６０°傾斜した前面シャッタ整流板を形成し、
前記作業空間内の左右の側壁面を設け、該側壁面と前記安全キャビネットの側面とで側面
排気流路を形成し、前記左右の側壁面に第１のスリット又はパンチング孔を形成し、該第
１のスリット又はパンチング孔は、前記前面シャッタ整流板の延長線方向の下側に、前記
作業空間の前方から背面に向かって開口面積が小さくなるように形成し、前記作業空間の
空気を該第１のスリット又はパンチング孔を介して前記側面排気流路に送り、前記空気清
浄手段を介して排気することを特徴とする。
【００１７】
　また、上記安全キャビネットにおいて、前記作業空間の天井板と前記空気清浄手段のＨ
ＥＰＡフィルタとの間にチャンバを設け、前記側面排気流路は該チャンバに接続され、前
記天井板の奥側に横方向に第２のスリットを形成したことを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、安全キャビネットの作業空間内に、分析器や観察器などの装置を組み
込み、配置したり固定したりした場合、作業開口部に形成される吸い込み気流（流入気流
）の風速及び気流の状態が、装置の位置、大きさ、機器の操作、例えば遠心分離機のよう
な蓋を開閉する操作により流入気流が影響されない安全キャビネットを提供できる。
【００１９】
　また、感染性のある材料が作業空間に滞留しないことを重要な機能とする安全キャビネ
ットにおいて、作業空間で発生した感染性のある飛沫（エアロゾル）が、作業空間に滞留
することなく最短距離で排気することが可能な安全キャビネットを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１実施の形態を示すクラスＩタイプの遠心分離機搭載の安全キャビネ
ットの外観斜視図及び縦断面図を示す。
【図２】図１に示した本発明の安全キャビネットの正面断面図及び側面断面図を示す。
【図３Ａ】本発明の安全キャビネットのボクセル解析のための解析用簡易モデルを示す。
【図３Ｂ】安全キャビネットのボクセル解析のための解析条件と解析範囲を示す。
【図３Ｃ】図３Ａに示した中央断面図における空気の流れの解析結果を示す。
【図４Ａ】本発明の前面シャッタ整流板を有した安全キャビネットの解析用簡易モデルの
縦断面図を示す。
【図４Ｂ】図４Ａの前面シャッタ整流板による空気の流れの解析結果を示す。
【図５Ａ】本発明の安全キャビネットの作業空間の左右の側壁面に形成したスリットを、
前面シャッタ整流板の延長線方向の下側に配置した解析用モデルの断面斜視図及び側面図
を示す。
【図５Ｂ】図５Ａの安全キャビネットの中央垂直部分の空気の流れの解析結果を示す。
【図５Ｃ】図５Ａの安全キャビネットの中央水平部分の空気の流れの解析結果を示す。
【図５Ｄ】図５Ａの安全キャビネットの正面部分の空気の流れの解析結果を示す。
【図６Ａ】本発明の作業空間上部の天井板の奥側にスリットを形成した安全キャビネット
の解析モデルの斜視図を示す。
【図６Ｂ】図６Ａの安全キャビネットの空気の流れの解析結果を示す。
【図７】本発明の遠心分離機を搭載するときの安全キャビネットの斜視図を示す。
【図８】本発明の第２実施の形態を示す前面シャッタを可動式にした安全キャビネットの
断面斜視図を示す。
【図９】本発明の第３実施の形態を示す遠心分離機の蓋の開閉を検知して送風機の流量を
可変するシステムを示す。
【図１０】本発明の第４実施の形態を示す作業空間の開口部及び左右の側壁面のスリット
における面積及び風速を説明するための安全キャビネットの側面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を図を用いて説明する。
（実施例１）
図１は、本発明の実施例１を示す遠心分離機を搭載したクラスＩタイプの安全キャビネッ
トの外観斜視図及びその縦断面図を示し、図２は、図１の安全キャビネットの正面断面図
及び側面断面図を示す。
クラスＩタイプの安全キャビネットは、一般に作業者の保護を目的に、全面開口部から空
気を流入させてエアロゾルの排出を防止する構造となっており、室内の空気を直接流入し
、排気はＨＥＰＡフィルタを通して排出する構成である。
図１、図２に示す本発明の安全キャビネットは、このクラスＩの構成をベースにし改良し
たものである。
【００２２】
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　図１及び図２において、１０は安全キャビネット、１１は作業者が作業する作業空間、
１２は作業空間の開口部の上側に配置された固定式前面シャッタ、１３は固定式前面シャ
ッタ１２の先端に配置された前面シャッタ整流板、１４はＨＥＰＡフィルタ、１５は送風
機、１６は排気ダクト、１７は排気の気流、１８は作業空間の開口部、１９は安全キャビ
ネット外部から入る流入気流、２０は作業空間の左右壁３１に配置した排気用スリット、
２１は作業空間の下側に配置した遠心分離機、２２は遠心分離機２１の蓋、２３は感染物
質を示す。
２４は作業空間の左右に配置した側面排気通路、２５は作業空間から側面排気通路２４に
スリット２０（第１のスリットという）を介して流れる空気の流れで、２６は側面排気通
路２４内を流れる空気の流れを示す。
２７は作業空間内が負圧であることを示し、２８は作業空間の天井板４１の奥側に配置し
たスリット（第２のスリットという）、２９はキャスタで、３０は作業空間の左右の側壁
面のスリット２０及び天井板４１の奥側のスリット２８より排気される空気が集まるチャ
ンバ（第１のチャンバという）、３１は作業空間の左右の側壁面、３２はＨＥＰＡフィル
タ１４通過後の空気を送風機１５により排気するためのチャンバ（第２のチャンバという
）で、３３はキャビネット本体の上部前面部、５０はキャビネット本体の下部前面部、５
１はキャビネット本体の側面部である。
【００２３】
　次に、本発明の安全キャビネットの構成について説明する。図１及び図２において、作
業空間１１の開口部１８の上部に固定式前面シャッタ１２を配置し、固定式前面シャッタ
１２の下側先端には、前面シャッタ整流板１３を作業空間内側に傾斜させて形成し配置し
ている。
この前面シャッタ整流板１３を形成せず、固定式前面シャッタ１２のみの場合、作業空間
への空気の流入気流１９は固定式前面シャッタ１２の下面と作業空間の開口部１８の全周
側壁に沿って風速が高くなり、作業空間１８の中央付近の風速が低くなるという風速分布
ができる可能性がある。
この風速分布におけるアンバランスを解消するため、前面シャッタ整流板１３を配置して
いる。この効果については後で説明する。
【００２４】
　作業空間１１の上側には、天井板４１を形成し、天井板４１の上部には天井面とＨＥＰ
Ａフィルタ１４を配置する面とで空間を形成し、作業空間１１から排気される空気を集め
るチャンバ３０を形成する。チャンバ３０内の空気は、ＨＥＰＡフィルタ１４に吸い込ま
れ、塵埃や感染物質２３などをろ過する。ＨＥＰＡフィルタ１４を通過した清浄空気は、
送風機１５により排気ダクト１６を介して安全キャビネット１０の外部へ排気される。こ
の送風機１５が設置された清浄空気の空間のチャンバ３２を形成する。
【００２５】
　また、作業空間１１の左右の側壁面３１と安全キャビネット１０の側面部５１とで空間
を形成し、作業空間１１内の空気をこの空間に流し、側面排気流路２４を形成する。作業
空間の左右に形成された側面排気流路２４の上部は第１のチャンバ３０に接続される。
また、作業空間１１内の空気は、作業空間の左右の壁面に形成したスリットを通過して側
面排気流路２４に流れる。なお、図１及び図２には、作業空間の左右の側壁面に垂直方向
に細長い縦長のスリットの孔を形成しているが、パンチング孔でも楕円形の孔でも構わな
い。
また、天井板４１の奥の方には幅方向に細長い第２のスリット２８を複数個配置し、作業
空間内の奥側の空気が上方に流れるように形成している。
【００２６】
　固定式前面シャッタ１２の下方に配置されている前面シャッタ整流板１３は、作業開口
部１８の風速分布を改善するために設けられたものであり、長さは５０～１５０ｍｍ、固
定角度は、固定式前面シャッタ１２から作業空間１１に向かって、水平から３０～６０°
傾けて固定されている。材質は、透明ガラスにＳＵＳ製のフレームで囲まれたもの、また
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は鋼板製でも良い。また、前面シャッタ整流板４の延長線上に沿って、作業空間１１に設
けられた排気用の左右側面スリット２０は、キャビネット外から入る流入気流を整流する
ために作業空間１１の前方から背面に向かって徐々に開口面積が小さくなっている構造で
ある。
【００２７】
　また、安全キャビネット１０の作業空間内の下部には、遠心分離機２１を搭載する。遠
心分離機２１の搭載は、図７に示すように安全キャビネット１０の下部前面板５０を外し
、キャスタ５０の付いた遠心分離機２１を作業空間の下部まで移動して設置、固定する。
また作業者が作業し易いように遠心分離機の蓋２２を開けたとき、作業空間の奥側に倒れ
るように設置する。設置後は、安全キャビネットの下部前面板５０を取り付ける。
　また、キャビネット１０の下部前面板５０は、両側をねじ留めして固定しても、片側に
ヒンジを設け、扉として固定しても良い。安全キャビネットの脚部にはキャスタ２９を設
け、移動時に軽い力で動かせるようにしている。
【００２８】
　次に、本発明の安全キャビネットの構成において、空気の流れについてボクセル解析し
た結果について説明する。先ず、図３Ａ～図３Ｃにおいて、前面シャッタ整流板１３は形
成しないで、作業空間の左右壁面３１に形成したスリット２０を垂直方向に３列として、
その形状は細長い縦長の孔で、スリットを配置した領域は壁面のほぼ中央とし、全体が矩
形の範囲に形成した場合の空気の流れを解析する。
【００２９】
　図３Ａは、解析する安全キャビネットの解析用簡易モデルの斜視図及びその縦断面図を
示す。図３Ａの安全キャビネットの解析用簡易モデルにおいて、キャビネットの横幅（Ｌ
２）は８５０ｍｍ、高さ（Ｌ１）は１９５０ｍｍ、奥行（Ｌ３）は７８０ｍｍ、作業空間
の開口部の幅（Ｌ６）は６５０ｍｍ、作業空間の開口部の高さ（Ｌ５）は５５０ｍｍとし
ている。また、平均風速は０．５ｍ／ｓである。
また、スリット２０は、１００ｍｍ×１０ｍｍの孔を片側に６０ヶ形成した構成である。
【００３０】
　また、図３Ａに示した解析用簡易モデルを解析する条件を図３Ｂに示す。
図３Ｂは解析する条件を示し、図３Ｂ（ａ）は断面計算の設定を表す入力部を示し、図３
Ｂ（ｂ）は解析する範囲を示している。図３Ｂ（ａ）において、安全キャビネットの解析
用簡易モデルの高さ方向をｙ方向、幅方向をｘ方向、奥行方向をｚ方向とすると、ｙ方向
に断面数を３００とし、ｚ方向を１７５、ｘ方向を１７５に分割して解析とすると、ボク
セルサイズ表示は約９２０万セルとなり、解析範囲は図３Ｂ（ｂ）に示すようにキャビネ
ット全体を包括する範囲である。
【００３１】
　上記の解析条件により解析した結果を図３Ｃに示す。
図３Ｃは、図３Ａ（ｂ）に示す安全キャビネットの縦断面の部分の空気の流れを示す。図
３Ｃにおいて、１００は作業空間の開口部の下側の空気の流れを示し、１２０は天井板４
１上部のチャンバ３０の空気の流れを示し、１３０は排気用チャンバ３２の空気の流れを
示す。この１００～１３０の領域が風速の高い部分で、図では風速を矢印の線で表してお
り、黒い束となっている部分は風速が高いことを表している。そして、この図において、
平均風速０．５ｍ／ｓに対し、１ｍ／ｓ程度の空気の流れである。また、作業空間内にお
いて、矢印で表しているように流入した空気は、開口部より流入し奥の方へ流れ、前面シ
ャッタ整流板を有していないため作業空間の開口部上側端部で巻き込むように流れたりし
て乱流を生じて、左右の側壁面のスリット２０より排気される。
【００３２】
　次に、前面シャッタ整流板１３を配置したときの空気の流れについて解析する。
　図４Ａは、固定式前面シャッタ１２の先端に前面シャッタ整流板１３を作業空間側に傾
斜して配置した構成を示す。作業空間内の左右の側壁に形成したスリット２０は、図３Ａ
と同じで、１００ｍｍ×１０ｍｍの孔を６０ヶ（両側）形成している。この図４Ａの構成
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における空気の流れを図４Ｂに示す。図４Ｂにおいて、風速が高い箇所は丸（点線）で囲
んだ部分で、１４０は作業空間の開口部の下側の空気の流れを示し、１５０は作業空間の
開口部の上側の空気の流れを示し、１６０は天井板上部のチャンバ３０の空気の流れで、
１７０は排気用のチャンバ３２の空気の流れを示す。
【００３３】
　また、作業空間内において、開口部より流入した空気のうち前面シャッタ整流板１３に
沿って流入した空気は、作業空間の上側に巻き込まれ、乱流を生じる。
すなわち、左右の側面壁のスリット２０の配置を同じとし、前面シャッタ整流板１３を配
置した場合、スリット２０の形成が図３Ａの構成と同じであるため作業空間における空気
の流れはほぼ同じと判断する。
【００３４】
　次に、前面シャッタ整流板１３を配置し、スリット２０を配置し、スリット２０の配置
を変えたときの空気の流れについて解析する。図５Ａは、固定式前面シャッタ１２の先端
に前面シャッタ整流板１３を作業空間側に傾斜して配置し、作業空間の左右の側壁面に形
成したスリット２０の配置を前面シャッタ整流板１３の延長方向より下側に配置した構成
を示し、この構成の空気の流れを解析する。
【００３５】
　図５Ａは、前面シャッタ整流板１３を開口部上部に形成し、前面シャッタ整流板１３の
延長方向４０の下側にスリット２０を配置した安全キャビネットの解析簡易モデルの断面
斜視図を示し、図５Ａ（ｂ）は側面図を示す。図５Ａ（ｂ）に示すように、スリット２０
は前面シャッタ整流板１３の延長線４０の下側に３列配置し、その配置の範囲は略三角形
である。
【００３６】
　図５Ａ（ａ）に示した構成の空気の流れの解析結果を図５Ｂに示す。
　図５Ｂにおいて、風速が高い部分は、丸（点線）で囲んだ箇所で、１８０は作業空間の
開口部の下側の空気の流れを示し、１９０は作業空間の開口部の上側の空気の流れを示し
、２００は天井板４１上部のチャンバ３０の空気の流れを示し、２１０は排気用チャンバ
３２の空気の流れを示す。
　また、この構成において、作業空間内の空気の流れをみると、開口部より流入した空気
の中で前面シャッタ整流板１３に沿って流入した空気は、上側への巻き込まれは小さく、
前面シャッタ整流板１３の延長線方向の下側に配置したスリット２０に集中し、排気され
る。そして、図４Ｂのスリット２０全体の配置が矩形状の場合の空気の流れと比較すると
、図５Ｂのスリット２０全体の配置が整流板１３の延長線より下側に配置し、略三角形の
空気の流れの場合の方がスリット２０における風速が高くなっている。
【００３７】
　このように、開口部の上側に前面シャッタ整流板１３を作業空間の内側に傾斜して配置
し、作業空間の左右の側面壁に配置するスリット２０の範囲を整流板１３の延長線方向の
下側にし、スリット２０の配置全体を略三角形状にする構成で、遠心分離機の蓋を開けた
ときエアロゾルの開口部からの放出を防止できる。
【００３８】
　次に、図５Ａに示した安全キャビネットの解析簡易モデルにおける作業空間の中央部の
水平方向の空気の流れの解析結果を図５Ｃに示す。
　図５Ｃにおいて、作業空間からスリット２０を通過し、側面排気流路２４内を風速の高
い空気が多く流れ、作業空間内は中央の風速が低く、両側の風速が高くなっている。また
、作業空間の奥側は風速が低く、淀む可能性がある。
【００３９】
　次に、図５Ａに示した安全キャビネットの解析用簡易モデルにおける作業空間及び排気
の部分の正面中央断面における空気の流れの解析結果を図５Ｄに示す。
図５Ｄにおいて、作業空間の開口部から中央付近の空気の流れは作業空間の中央の風速が
低く、左右の側壁に近づくにつれて風速は高くなり、スリット２０のある箇所はさらに高
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くなっている。すなわち、スリット２０を３列垂直方向に配置しているが、その部分の風
速が高いことが分かる。また、側面排気流路２４及び天井板上のチャンバ３０内は、風速
が高く、排気用のチャンバ３２の排気ダクトの部分の風速が高い。また、作業空間の中央
上部の風速は低い。
【００４０】
　次に、作業空間の上部に配置した天井板４１の奥側にスリット２８を配置した場合の空
気の流れについて解析し、その解析結果について説明する。
　図６Ａは、スリット２８を配置した安全キャビネットの解析用簡易モデルの縦断面斜視
図及び天井板４１の平面図を示す。
　この解析用簡易モデルは、作業空間の開口部上部に前面シャッタ整流板１３を配置し、
整流板１３の延長線方向より下側にスリット２０を配置し、この整流板１３の延長線方向
より下側に複数のスリット２０を縦に３列配置し、スリット全体の範囲を略三角形状とし
、天井面４１の奥側に幅方向にスリット２８を配置した構成である。また、この構成で丸
Ａの部分が空気が淀み易い箇所である。
【００４１】
　この図６Ａの構成における空気の流れの解析結果を図６Ｂに示す。
　図６Ｂにおいて、作業空間の開口部より流入した空気は、直進し、左右の側壁面３１の
スリット２０より排気する流れがあり、整流板１３に沿って流入する空気は、左右の側壁
面のスリット２０の方向に向かうものと、作業空間の天井板の奥側のスリット２８に向か
うものが存在することが分かる。
そして、作業空間の奥側上方に空気が淀み易かったが、天井板の奥側に配置したスリット
２８により淀みは解消されている。
【００４２】
　（実施例２）
　次に、本発明の実施例２の前面シャッタ整流板１３を先端に配置した前面シャッタ８０
を上下にスライドできるように形成し、作業者が安全キャビネットの開口部の高さを作業
内容に応じて調整できる構成を図８に示す。
　図８において、前面シャッタ８０は、安全キャビネットの上部前面部３３と上部前面部
裏板４２とで挟むように形成し、スライドできる構成とする。
　また、作業者が作業する際、前面シャッタ整流板１３が作業の妨げになる場合は外すこ
とができるように着脱自在にすることもできる。
　また、前面シャッタ８０は作業空間内が見えるように透明とする。実施例１の場合にお
いては固定式にしているため不透明でも良い。
　また、前面シャッタ８０の外側の中央には作業者の手で上下スライド操作ができるよう
に取手を形成する。
【００４３】
　（実施例３）
　次に、本発明の実施例３の遠心分離機２１を蓋２２が開いたら排気の送風機１５の回転
数を増加し、遠心分離機２１内のエアロゾルが作業空間の開口部より放出されない構成に
ついて、図９を用いて説明する。
　図９において、２１は遠心分離機、２２は遠心分離機の蓋、６０は遠心分離機の蓋２２
の開閉を検知するセンサ、６１は蓋開閉センサ入力回路、６２は蓋の開閉を検知する検知
回路、６３はモータをコントロールするコントローラ、６４は送風機１５を駆動するモー
タ、１５は送風機である。
【００４４】
　次に、図９の動作について説明する。先ず、作業者は、試料を遠心間に入れ、遠心間を
ロータに挿入し、ロータを遠心分離器の蓋を開け、分離器のチャンバに納めて蓋を閉め、
遠心分離機のＳＷを入れ動作する。動作が完了すると、遠心分離機の蓋を開け、ロータを
取り出して蓋を閉める。蓋の部分に配置した開閉センサ６０を設置し、遠心分離機の蓋が
開いたとき蓋開の信号が蓋開閉センサ入力回路６１に送られ、検知回路６２により蓋が開
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になったことを検知する。
　遠心分離器の蓋が開となったことを検知すると、モータのコントローラ６３が回転して
いるパワーを一時的に所定時間増加し、モータ６４の回転数を上げ、送風機１５の風力を
増加する。
【００４５】
　このような構成にすることで、遠心分離機の蓋を開けたとき遠心分離機のチャンバ内の
エアロゾルが作業空間から左右の側壁のスリット２０及び天井板４１の奥側のスリット２
８より排気され、作業空間の開口部からは放出されない。
従って、作業者の安全性はより向上する。
　また、遠心分離機２１と安全キャビネット１０は一体となっていないので、コネクタを
介して接続するか、ワイヤレスでセンサ出力をキャビネット本体に送信するなどして接続
する。
　また、遠心分離機の蓋の開閉を検知するセンサには、光センサを用い、蓋の一部の面に
発光し、蓋の面の反射を受光して蓋の開閉を検知する方法や、磁束でＯＮ－ＯＦＦするリ
ードスイッチを内蔵したものや、μスイッチなどメカスイッチなどがある。
【００４６】
　（実施例４）
　次に、本発明の実施例４の安全キャビネットの開口面と作業空間の左右の側壁面のスリ
ット２０の最適な面積比及び風速について説明する。
本発明の遠心分離機用クラスＩタイプの安全キャビネットにおいて、作業空間の左右の側
壁に配置したスリット２０の全体の最適な開口面積を求める。
　この左右側壁のスリット２０の開口の大きさを求める方法として、安全キャビネットの
機内抵抗において、作業空間から排気しスリット２０を通過するときの速度変化による抵
抗を、送風機１５の特性により２～３Ｐａになるように定める。
　このような抵抗によれば、送風機の能力を上げる必要もなく、効率良く排気することが
できる。また、この抵抗値が高すぎる場合は送風機の能力を上げる必要があり、逆に抵抗
値が低すぎる場合はスリット２０の１ヶ当たりの風速が低く、作業空間中央に発生するエ
アロゾルをスリット２０に引きつける力が弱く、効率良く排気できない。
【００４７】
　ここで、機内抵抗とは流路において、速度変化が生じるところでは圧力損失が発生し、
速度変化による圧力損失ΔＰは次式で表される。
【００４８】
　　ΔＰ＝η×（１／２）×ρ×（Ｖ１２－Ｖ２２）　　　　　（数１）

（数１）において、ηは圧力損失係数、ρは流体の密度（空気の場合は１．２）、Ｖ１は
速度が変化する前の速度、Ｖ２は速度が変化した後の速度を表す。
　また、圧力損失係数ηは流路内の材質、流体速度等で変わってくるが、大型の場合１以
上になることはないため概略的な計算では１を使用しても良い。
【００４９】
　次に、図３Ａ（ａ）に示した安全キャビネットの解析用簡易モデルに表した寸歩を用い
て、作業空間の開口部及び作業空間の左右の側壁のスリット２０について説明する。
作業空間の開口部すなわち空気流入の開口部の面積ＳＩＮは、
　　　　　ＳＩＮ＝０．６５ｍ（横幅）×０．５５ｍ（縦）＝０．３６ｍ２

である。
【００５０】
　また、スリット２０の総面積ＳＯＵＴは、１ヶのスリットの面積が１００ｍｍ×１０ｍ
ｍで、片側に４０ヶ配置しているので、
　　　　ＳＯＵＴ＝０．１ｍ×０．０１ｍｍ×４０ヶ×２＝０．０８ｍ２

となる。
　従って、本発明の構成において、最適な作業空間の開口面積と左右の側壁のスリットの
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総面積との比は、ＳＩＮ／ＳＯＵＴ＝０．２２‥　となる。よって、最適な作業空間の開
口面積と左右の側壁のスリットの総面積との比は０．１～０．３の範囲であれば良い。
【００５１】
　次に、本発明の安全キャビネットの風速について説明する。
　先ず、作業空間内の風量Ｑは、開口部に流入する空気の速度が通常０．５ｍ／ｓである
から開口部の面積との積により、
　　　　Ｑ＝０．３６（ｍ２）×０．５（ｍ／ｓ）×６０（ｓ）
　　　　　＝１０．７（ｍ３／ｍｉｎ）
となり、Ｑは１０．７ｍ３／ｓとなる。
　従って、作業空間内の左右の側壁面のスリットの風速Ｖは、
　Ｖ＝１０．７（ｍ３／ｍｉｎ）／０．０８（ｍ２）／６０（ｓ）＝２．２３（ｍ／ｓ）
　となる。
　従って、作業空間内の左右の側壁面のスリットの風速と開口部に流入する空気の風速の
比は４．４となる。よって、作業空間内の左右の側壁面のスリットの風速と開口部に流入
する空気の風速の比は概略４倍強程度あれば良い。
【００５２】
　この構成により、作業開口部１８の風速分布が改善され、作業開口部１８の高さが４０
０ｍｍを超えるような広い開口の場合でもエアバリアを確保できるようになり、作業性が
改善された。また、安全キャビネット１０に組み込む遠心分離機、分析器または観察器な
どの装置での実験作業時に発生した感染物質２３を作業空間１１から効率良く作業空間の
左右に設置された側面排気流路２４に排出される。作業空間１１の背面から排気しない構
成のため、安全キャビネット１０内に大型装置を搭載する場合でも、奥行スペースが最小
にでき、搬入経路と設置スペースの確保が可能となり、かつ安全キャビネット１０に組み
込む遠心分離機、分析器または観察器などの装置２１の開閉式の蓋２２が上下に移動する
構造の場合でも、排気経路を妨げられることなく、安定した気流を形成でき、安心して作
業を行えるようになった。
【符号の説明】
【００５３】
１０‥安全キャビネット
１１‥作業空間
１２‥固定式前面シャッタ
１３‥前面シャッタ整流板
１４‥ＨＥＰＡフィルタ
１５‥送風機
１６‥排気ダクト
１７‥排気空気の流れ
１８‥作業開口部
１９‥キャビネット外からの流入気流
２０‥作業空間内の左右側壁面のスリット（第１のスリット）
２１‥遠心分離機
２２‥遠心分離機の蓋
２３‥感染物質
２４‥側面排気流路
２５‥側面排気流路２４内の空気の流れ
２８‥作業空間の天井板の奥側に形成したスリット（第２のスリット）
２９‥キャスタ
３０‥天井板とＨＥＰＡフィルタ間のチャンバ（第１のチャンバ）
３１‥作業空間の左右側壁面
３２‥排気用チャンバ（第２のチャンバ）
４０‥前面シャッタ整流板の延長線
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４１‥作業空間の天井板
５１‥安全キャビネットの側面部
６０‥遠心分離機の蓋開閉センサ
６２‥蓋開閉センサの検知回路
６３‥モータコントローラ
６４‥送風機用モータ
８０‥可動式前面シャッタ

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図４Ａ】
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【図４Ｂ】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図５Ｃ】
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【図５Ｄ】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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